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令和３年（食と観光対策特別委員会）開催状況

開催年月日 令和３年１月１４日（木）
発 言 者 日本共産党 宮川 潤 委員
報 告 者 観光振興監、誘客担当局長、

観光局参事（佐々木）

質 問 要 旨 答 弁 要 旨

一 ＩＲ基本方針等の決定について
（一）基本方針の変更内容について
（宮川委員） （観光局参事（佐々木））
私も、ただ今、報告を受けましたＩＲ基本方針等 基本方針等の変更内容についてでございますが、国に

の決定に関する報告について、質疑をさせていただ おいては、これまで示していた安定的で継続的な運営の
きたいと思います。まず、基本方針が変更されてい 確保や有害な影響の排除などに加えまして、ＩＲの区域
るということでありますけれども、何が、どう変更 及び施設での安全や健康・衛生の確保、ギャンブル等依
されているのか端的にお答えください。 存症対策の充実、事業者との厳格な接触ルールの策定な

どを、整備に当たっての極めて重要な前提条件として追
加したところでございます。
また、区域整備計画認定の申請期限につきましては、

当初の令和３年７月３０日までだったものを令和４年４
月２８日までに、約９ヶ月延長したところでございます。

（二）コンセプトの構築について
（宮川委員） （誘客担当局長）
まず、申請期限が今年７月までだったものが、来 コンセプトについてでございますが、道では、北海道

年の４月28日までになったということであります。 らしいＩＲコンセプトの構築に向けまして、自然との共
本委員会に提出されております資料の、「ＩＲ基 生などの立地特性や交通の利便性、道内経済の活性化な

本方針等の決定について」では、国の方針に加えて、 どのあり方について、検討を進めておりますほか、観光
苫小牧市の取組、それから道の対応等が記載されて 審議会においてご議論をいただき、次期観光のくにづく
おり、道は、北海道らしいＩＲコンセプトの構築に り行動計画の中間取りまとめにおきまして、ＭＩＣＥや
向け、計画的に取り組んでいくとされております。 ＩＲを中長期的な視点による新たなインバウンド取込方
「北海道らしいコンセプトの構築」にあたって、現 策の一つとして位置づけたところでございます。
在までどのように検討を行い、具体的な検討を進め 道といたしましては、今後、こうした課題について更
てきたのか。いつまでにどのように検討を進めてい に検討を進めますとともに、国内外における新型コロナ
くのか、また、審議会等を設置されていくのかお答 ウイルス感染症の状況や、事業者をはじめ社会経済活動
えいただきたいと思います。 の状況なども踏まえつつ、観光審議会において、引き続

き、次期計画の策定を進めますとともに、次期インバウ
ンドの取込方策を検討してまいる考えでございます。

（宮川委員）
審議会において、次期計画の策定を進めていくと

いうことでありますから、国は申請の受付について
９ヶ月間延長していくということでございますけれ
ども、こういった今の答弁も踏まえて考えると、コ
ンセプトの構築ということについては、時間的に非
常に厳しい状況にあると言わざるをえないと思いま
す。

（三）事業者の環境アセスについて
（宮川委員） （観光局参事（佐々木））
次に、環境アセスに関してでありますが、環境ア 苫小牧市における状況などについてでございますが、

セスは事業者が行うことになっていますが、苫小牧 苫小牧市からの報告によりますと、市内にこれまで４事
市内に設置されておりましたカジノの事業者もずい 業者が事務所を開設しておりましたが、３事業者は事務
ぶん減ったように思います。 所を閉鎖し、現在は、１事業者となっております。また、
かつて何社あって、現在どうなっているのか。苫 昨年12月の苫小牧市の市議会報告では、６月に公表した

小牧市が環境影響調査を行っているということも伺 植苗地区における動植物等の現況と保全策を取りまとめ
っておりますけれども、それはどういう調査なのか た市独自の調査に続きまして、希少猛禽類行動圏調査を
伺います。 実施するとともに、オオタカやヒグマなどの追加調査を

実施し、これまでの現況調査結果を基に、国の指針や施
工事例なども参考に有識者等からの意見聴取の上、環境
保全措置を整理することとしております。
さらに、こうした一連の調査を踏まえ、事業者に対し

ては、環境への負荷をできる限り低減するため、50ヘク
タール未満の整備とした上で、自主的な環境アセスメン
トによる環境への配慮方策を求めていくことなどが示さ
れているものと承知してございます。
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（四）環境への実際の対応について
（宮川委員） （観光局参事（佐々木））
苫小牧市内に事務所があった事業者は、かつての 環境への対応についてでございますが、苫小牧市が今

４事業者のうち３事業者がすでに撤退をして、１事 回取りまとめた報告においては、植苗地区は、希少な猛
業者しか残っていないということですね。 禽類の営巣、絶滅危惧種の植物の存在が確認されており、
事業者にアセスに基づく配慮を求めるということ 道の環境影響評価条例の対象とならない場合であって

なのですけれども、環境アセスは通常２年程度かか も、市においては、整理された環境保全措置を基本に、
るものではないかと考えます。その点から見ても、 事業者に対して自主的な環境アセスメントによる環境へ
来年の申請というのは、時間的制約は非常に厳しい の配慮方策を求めていくとともに、苫小牧市・関係機関
ものと言わざるをえません。環境アセスをやること ・環境団体等で構成する協議体で審議していくこととさ
自体が、既に厳しいのですけれども、実際の環境へ れているものと承知してございます。
の対応、例えば、オオタカが営巣しているような場 道といたしましてもＩＲ整備に当たりましては、自然
合、代替巣が確保できるのか、実際にそこに移動で 環境への配慮の観点から適切な対応が必要と考えており
きるのか、非常に厳しい条件があるということにな ます。
るのではないですか。ご見解を伺います。

（五）世界のカジノの状況について
（宮川委員） （観光局参事（佐々木））
次に世界のカジノの状況に関してでありますけれ 新型コロナウィルス感染症の影響についてでございま

ども、新型コロナウィルス感染症のパンデミックに すが、運営会社等の直近の資料によりますと、マカオ、
よって、国境を越える人の移動がほとんどストップ 米国、シンガポールなどの主要な事業者では、昨年６月
いたしました。私が調べたところで言いますと、マ から７月までには順次営業を再開し、新型コロナウイル
カオの昨年１月から３月期のインバウンド旅客数は ス感染症拡大の前年と比べまして、カジノ市場売上等に
前年の同時期比で68.9パーセント減少、カジノ産業 ついては、約20パーセントから約60パーセントの減少と
によるサービス輸出も61.5パーセントとなったそう なっております。
であります。海外のカジノはコロナ禍で相次いで閉 現時点では、今後の状況を見通すことは困難でありま
鎖、再開したところでも客は戻っていないという状 すが、この度決定された基本方針においても、施設に係
況であります。 る安全や健康、衛生の確保について、極めて重要な前提
世界のカジノの誘客と収益が急激に減少したこと 条件として位置づけられたことから、今後、感染拡大の

など、状況が一変していることについては、どう把 影響や回復状況等を注視していく必要があると考えてお
握されていますか。今後の見通しについて、どう認 ります。
識されていますか、伺います。

（六）IR及びカジノに関する基本的考え方について
（宮川委員） （観光振興監）
売上げ、誘客など、世界的に大変厳しい状況にあ 今後の取組についてでございますが、ＩＲは、交流人

るとのことですが、それが容易に回復するのかとい 口や観光消費の増加はもとより、民間投資や域内需要の
うことが問題であります。 拡大など幅広い効果を創出するプロジェクトでございま
静岡大学の鳥畑与一教授は、「カジノが再開した して、本道全体の持続的な発展に寄与する可能性が期待

としても、客がすぐには戻ってこないだろう。これ されますことから、道では、先に取りまとめをいたしま
までのように客を詰め込んで、高収益をあげること した次期観光のくにづくり行動計画の中間とりまとめに
は難しい。コロナ禍の経験から、これからは室内か おきまして、ＭＩＣＥやＩＲをポストコロナを見据えた
ら、オンラインによるギャンブルに変わって来るの 新たなインバウンドの取込方策のひとつとして位置づけ
ではないだろうか」と、こう述べているそうです。 たところでございます。
北海道のＩＲの考え方の基本は、ホテルなど様々な 道といたしましては、北海道らしいＩＲコンセプトの
施設をカジノが収益面で支えていくということであ 構築に向けまして、国内外の感染症の状況も踏まえた施
りましたが、ウィズコロナ・ポストコロナの時代に 設機能のあり方や全道への波及効果といった課題につい
あっては、カジノにそれだけの収益力を期待するこ て検討を進め、今後、その整理状況をお示ししていくな
とができないと思います。巨大施設ＩＲと、収益力 ど計画的に取り組んでまいる考えでございます。
でそれを支えるカジノという従前からの考え方を今
後も持ち続けようとすること自体が無理であり、変
更を迫られているものと考えますが、今後のＩＲ、
カジノのあり方についての認識を伺います。
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（七）申請の考え方について
（宮川委員） （観光振興監）
先ほど世界的なカジノの売り上げが激減したこと 申請期間についてでございますが、新型コロナウイル

について答弁を頂戴しました。また私から、カジノ スの世界的な感染拡大が続き、その収束と今後の世界経
はオンラインに替わっていくのではないかとの大学 済全体の動向が見通せない中にありまして、事業者を取
教授の考え方をお示ししたところであります。知事 り巻く経営環境はもとより、出入国制限など、国内外の
は、一昨年11月、本会議で「限られた期間で環境へ 感染症や経済活動等の状況を踏まえますと、道といたし
の適切な配慮を行うことは不可能」として「区域認 ましては、今回の申請期間の下では、十分な検討期間が
定申請は見送る」と答弁いたしました。また昨年12 確保されたとは言えないと考えております。
月の予算特別委員会で、「北海道らしいＩＲのコン 道といたしましては、国において決定された基本方針
セプトの構築に向け、国の動向を注視しながら、計 等の内容を改めて確認、精査をするとともに、今後とも、
画的に取り組む。」と答弁されております。先ほど 北海道らしいＩＲコンセプトの構築に向け、計画的に取
来、「北海道らしいＩＲコンセプトの構築」、「環境 り組んでまいる考えでございます。
への対応」について質問をしてまいりましたが、来
年４月までの申請は時間的制約からも無理だとしか
考えられません。来年４月までの国への申請は断念
すべきではありませんか、観光振興監のお考えを伺
います。

【指摘】
（宮川委員）
ただ今の答弁で、今回の申請期間の下では十分な

検討期間が確保されたとは言えないとのことであり
ますから、今回の申請は断念ということであります。
また、ＩＲコンセプトの構築に取り組むといたし

ましたけれども、コロナ禍における世界のカジノが
収益を上げられなくなっているということ、また、
ギャンブル依存症対策も十分に進んでおらず、将来
にわたってカジノ設置は断念すべきだということを
指摘して、質問を終わります。


